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１．新たな地域医療構想に関する検討状況
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新たな地域医療構想等に関する検討会の開催状況について

回数 時期 主な内容

第1回 Ｒ6.3.29 ・新たな地域医療構想に関する検討の進め方について

第２回～第５回 ・新たな地域医療構想に関する関係団体・有識者ヒアリングについて

第６回 Ｒ6.6.21 ・新たな地域医療構想に関する論点について

第７回 R6.8.26 ・新たな地域医療構想を通じて目指すべき医療について

第８回 R6.9.6 ・入院医療について

第９回 R6.9.30

・医師偏在是正対策について
・新たな地域医療構想について（入院医療、在宅医療、構想区域等）
・新たな地域医療構想において精神医療を位置付ける場合の課題等に関する検討プロ
ジェクトチームの開催について

第10回 R6.10.17 ・新たな地域医療構想について（医療機関機能、外来医療）

 検討会はこれまで、計15回開催（12/24時点）されており、12月18日にとりまとめが公表された
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新たな地域医療構想等に関する検討会の開催状況について

回数 時期 主な内容

第11回 R6.11.8 ・新たな地域医療構想について（外来・在宅医療・介護との連携等）

第12回 R6.11.20 ・医師偏在是正対策について

第13回 R6.12.3

・新たな地域医療構想について（地域医療構想の推進、病床機能・医療機関機能、構想
区域）

・新たな地域医療構想において精神医療を位置付ける場合の課題等に関する検討プロ
ジェクトチームの検討結果について

第14回 R6.12.6 ・新たな地域医療構想に関するとりまとめ（案）について

第15回 R6.12.10
・新たな地域医療構想に関するとりまとめ（案）について
・医師偏在対策に関するとりまとめ（案）について

R6.12.18 とりまとめの公表

・2040年頃の医療をとりまく状況と課題
・新たな地域医療構想を通じて目指すべき医療提供体制
・新たな地域医療構想に関する制度改正の内容

等について意見がとりまとめられており、本日はその内容を抜粋して報告する。
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新たな地域医療構想に関するとりまとめの概要
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2040年頃の医療をとりまく状況と課題

 人口については、全国的に、生産年齢人口を中心に減少するが、85 歳以上を中心に高齢者数は
2040 年頃のピークまで増加すると見込まれる。地域ごとにみると、高齢者人口については、大
都市部を中心に増加し、過疎地域を中心に減少する一方、生産年齢人口はほぼ全ての地域で減少
することが見込まれる。

 2040年の医療需要については、85歳以上の高齢者は医療・介護の複合ニーズを有する場合が多
く、85歳以上人口の増加に伴い、2020年と比較して、85歳以上の高齢者の救急搬送は75％増加
し、85歳以上の在宅医療の需要は62％増加することが見込まれる。また、認知症の人の数は増
加している。

 このうち、高齢者救急については、自宅以外の高齢者施設等からの救急搬送の増加も見込まれる
ほか、発症後の生活機能を維持するためのリハビリテーションや、退院後の生活環境等も踏まえ
た退院調整がさらに重要となる。

 在宅医療については、大半の地域で需要が増加することが見込まれる一方で、在宅医療の提供の
主体は診療所であるが、近年、在宅医療を提供する診療所の数は横ばいとなっている。また、外
来医療については、全国的にすでに需要が減少傾向にある。

 入院医療について、病床利用率は低下傾向にあり、病院の医業利益率は低下している。また、多
くの医療資源を要する手術については、全ての診療領域で、2020年から2040年にかけて、半数
以上の構想区域において手術件数が減少することが見込まれている。

（1）医療需要等

（R6.12.18新たな地域医療構想に関する取りまとめより抜粋）
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2040年頃の医療をとりまく状況と課題

 医師や看護師等の医療従事者の確保が困難となっている中、2040年に向けて、さらなる生産年
齢人口の減少に伴い、医療従事者確保の制約が増す中で、医療提供体制の確保が必要となり、働
き方改革等による労働環境の改善や、医療DX、タスクシフト・シェア等の推進が重要となる。

 医師については、人口が減少する中での医師養成のあり方や医師偏在が課題となっているほか、
特に診療所の医師は平均年齢が60代以上と高齢化しており、人口が少ない二次医療圏では診療所
数は減少傾向、人口の多い二次医療圏では診療所数は増加傾向にある。

 歯科医師、薬剤師、看護師等の医療従事者についても、将来にわたって医療提供体制を確保する
ため、その養成のあり方や偏在等の課題、専門性を発揮した効果的な活用の重要性が指摘されて
いる。

（２）医療従事者

（３）地域性

 2040年頃を見据えると、人口動態の変化に伴い、医療の需要や提供体制等の地域差が拡大して
いく。過疎地域を中心にすでに高齢者も減少し、医療需要が減少している地域があれば、大都市
部を中心に高齢者等の医療需要の増加が見込まれる地域もある。

 地域差の拡大に伴い、地域ごとの課題や地域に求められる医療提供体制のあり方は異なっていく。
例えば、都市部においては、増加する高齢者救急や在宅医療の受け皿を整備すること等が課題と
なり、過疎地域においては、患者や医療従事者の減少に対応しながら地域の実情に応じて必要な
医療機能を維持することが特に課題となる。

（R6.12.18新たな地域医療構想に関する取りまとめより抜粋）
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現行の地域医療構想の評価と課題について

 病床機能報告上の病床数について、2015年から2023年にかけて、125.1万床から119.2万床にな
り、2025年の必要病床数である119.1万床と同程度の水準となっている。また、機能別の病床数
急性期と慢性期が減少し、回復期が増加するなど、2025年の必要病床数の方向性に沿って、全体
として地域医療構想の進捗が認められる。

 また、療養病床における医療区分１の入院患者の70％に該当する患者、一般病床における医療資
源投入量の少ない患者（Ｃ３基準未満の患者）及び療養病床の受療率の地域差解消による減少分
をあわせて、約3 0 万床について、入院から在宅医療等に移行することとしていたが、介護医療
院の創設等の取組が進み、概ね達成しているといえる。

他方、現行の地域医療構想については、以下のような課題が指摘されている

 病床数の議論が中心となり、将来のあるべき医療提供体制の実現に向けた議論がなされにくい。
また、外来医療、在宅医療等の地域の医療提供体制全体の議論がなされていない。

 病床機能報告制度において、高度急性期と急性期、急性期と回復期の違いがわかりづらい。
 機能別の必要病床数は患者単位のデータから設定され、病棟単位で報告される実際の病床数との

間で差異が生じている。
 必要病床数と基準病床数の関係がわかりづらい。

（R6.12.18新たな地域医療構想に関する取りまとめより抜粋）
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新たな地域医療構想における基本的方向性

 新たな地域医療構想において、以下の４点を中心として、限りある医療資源を最適化・効率化し
ながら、「治す医療」を担う医療機関と「治し支える医療機関」を担う医療機関の役割分担を明
確化し、地域完結型の医療・介護提供体制を構築する必要がある。

①増加する高齢者救急への対応
• 入院早期から必要なリハビリテーションを適切に提供し、早期に自宅等の生活の場に戻ることが

できる支援体制を確保することが求められる。
• 医療ＤＸの推進等による在宅医療を提供する医療機関や高齢者施設等と地域の医療機関との連携
強化、かかりつけ医機能の発揮等を通じて、在宅医療を提供する医療機関や高齢者施設等の対応
力を強化することも求められる。

②増加する在宅医療の需要への対応
• 地域の実情に応じて、医療機関や訪問看護ステーション等の連携により、地域での24時間の提供
体制を構築するとともに、オンライン診療の積極的な活用、介護との連携等を通じて、効率的か
つ効果的に提供体制を強化することが求められる。

• あわせて、外来医療についても、時間外対応等のかかりつけ医機能を発揮して必要な提供体制を
確保することが求められる。

（R6.12.18新たな地域医療構想に関する取りまとめより抜粋）
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新たな地域医療構想における基本的方向性

③医療の質や医療従事者の確保
• 地域ごとに医療需要の変化等に対応できる医療従事者を確保することが重要
• また、今後、多くの医療資源を要する手術等が減少し、急性期病床の稼働率の低下等により、医
療機関の経営への影響が見込まれる中、一定の症例や医師を集約して、医師の修練や医療従事者
の働き方改革を推進しながら、急性期医療や救急医療を提供する体制を構築することが求められ
る。

④地域における必要な医療提供の維持
• 人口減少により医療従事者の不足が顕著となっていく中で、医療ＤＸ、タスクシフト・シェア等

の推進により、生産性の向上を図り、地域で不可欠な医療機能を維持することが求められる。
• すでに人口減少がより進んでいる過疎地域等においては、拠点となる医療機関からの医師の派遣

や巡回診療、ＩＣＴの活用等が一層求められる。

（R6.12.18新たな地域医療構想に関する取りまとめより抜粋）
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医療提供体制の目指すべき方向性

外来医療

 地域で必要な外来医療を提供するため、内科医療の提供体制とともに、他の診療科を需要に応じ
て効率的に提供するための連携体制の確保が求められる。また、医師偏在や診療所医師の高齢化
のほか、生産年齢人口の減少による医療従事者確保の制約等に対応することが求められる。

 人口減少や高齢化、外来医療の高度化等が進む中、かかりつけ医機能の強化とともに、外来医療
計画による外来の機能分化・連携等を推進することが求められる。

在宅医療

 2040 年に向けて、在宅医療の需要の増加に対応するため、実効性のある体制整備を進めるため
には、医療機関だけでなく、訪問看護ステーション、歯科医療機関、薬局、介護施設・事業所等
も含め、多職種・多機関が連携して、地域の需要と資源に応じて供給力を高めることが求められ
る。

 在宅医療を行う医療機関のＩＣＴの活用や連携等による対応力強化、これまで在宅医療を行って
いない医療機関の参入促進、Ｄ to Ｐ with Ｎ等のオンライン診療の活用、訪問看護ステーショ
ンの機能強化等が求められる。

 特に、人口規模の小さい地域においては、移動時間や担い手不足等の課題を踏まえ、Ｄ to Ｐ
with Ｎ等のオンライン診療の積極的な活用等に加えて、高齢者の集住等のまちづくりの取組と
あわせて体制を構築していくことが求められる。

（R6.12.18新たな地域医療構想に関する取りまとめより抜粋）
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医療提供体制の目指すべき方向性

 外来医療・在宅医療についても、地域ごとに現状や将来の医療需要推計、提供体制の将来見込み
等を踏まえ、将来の外来医療・在宅医療提供体制のあるべき姿を議論することが重要であり、新
たな地域医療構想においては、入院医療だけでなく、外来医療･在宅医療、介護連携等も対象と
することが適当であり、その際、以下のように対応することが考えられる。

 議題に応じて、協議を行う区域や参加者を設定し、医療関係者、介護関係者、保険者、都道府県、市町村等
の関係者の協議を実施する。従来の構想区域だけでなく、在宅医療等に関するより狭い区域を設定すること
とし、実効性のある議論に資するよう、区域ごとに議論すべき内容や議題に応じた主な参加者等について新
たな地域医療構想の策定・推進に関するガイドラインで明確化する。

 かかりつけ医機能報告や外来機能報告等のデータを基に、地域の現在や将来の医療需要と資源の状況を踏ま
えつつ、地域の外来･在宅･介護連携等に関する状況や将来の見込みを整理して課題を共有する。
（例）共有するデータや課題等の例（ガイドラインで検討）

-医師数や診療領域ごとの診療体制
-時間外診療、在宅医療、在宅介護の提供状況、後方支援病床の確保状況
-慢性期･在宅需要と在宅医療提供量･療養病床･介護施設･高齢者住まい等の状況
-医療機関と介護施設等との平時や緊急時の連携体制の構築状況 等

 地域の実情を踏まえ課題への対応を検討･協議して、地域において必要なかかりつけ医機能の確保・強化等、
必要な外来医療・在宅医療の提供のための取組を行う。
（取組の方向性（イメージ））（ガイドラインで検討）

-不足する医療提供のための方策（在宅医療研修やリカレント教育の推進、医療機関や訪問看護の在宅対応力の強化、在宅患者の24時間対応の中小
病院等による支援、診療所の承継支援、医師の派遣、巡回診療の整備等）
-D to P with N等のオンライン診療や医療ＤＸによる在宅医療等の効率的な提供のための方策
-患者の状態悪化の防止や必要時の円滑な入院等に向けた医療機関と介護施設等の具体的な連携、高齢者の集住等のまちづくりの取組との連携 等

（R6.12.18新たな地域医療構想に関する取りまとめより抜粋）
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医療提供体制の目指すべき方向性

高齢者救急

 増加する高齢者救急に対応するため、医療機関において、救急搬送を受け入れるだけでなく、入院早期から
のリハビリテーション等の離床のための介入をできることが必要

 必要に応じて専門病院等と協力・連携するとともに、高齢者の抱える背景事情も踏まえた退院調整等による
早期退院、他施設とも連携しながら通所や訪問でのリハビリテーションを継続できるような体制の確保が求
められる。

救急・急性期医療

 緊急対応を含む救急・急性期医療については、地域の医療需要や医療資源等を踏まえながら、持続可能な医
療従事者の働き方や医療の質及び患者の医療機関へのアクセスを確保する観点から、搬送体制の強化等に取
り組みつつ、地域ごとに必要な連携･再編･集約を進め、二次救急医療施設も含めた医療機関において一定の
症例数を集約して対応する地域の拠点として対応できる医療機関を確保することが求められる。

リハビリテーション

 リハビリテーションについては、入院での早期のリハビリテーションや集中的なリハビリテーションが効果
的な場合は入院でのリハビリテーションを提供しつつ、それ以外の場合には、介護老人保健施設等の他施設
とも連携しながら、外来医療・在宅医療等におけるリハビリテーションの提供を含め、患者の身体機能等に
応じて、適切な場でリハビリテーションを提供することが求められる。

（R6.12.18新たな地域医療構想に関する取りまとめより抜粋）
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医療提供体制の目指すべき方向性

慢性期医療

 慢性期の医療提供体制については、今後増加する在宅医療の需要に対応する観点からも、限りある資源を活
用することが重要であり、地域の慢性期医療・在宅医療の需要に対して、在宅医療・介護等のデータも踏ま
え、地域の資源の状況に応じて、療養病床だけでなく、在宅医療や介護施設・高齢者向け住まい等とあわせ
て構築していくことが重要

医師派遣・医師等の医療従事者の教育・広域な観点での診療

 広域な観点で担う常勤医師や代診医の派遣、医師の卒前・卒後教育や看護師等の医療従事者の育成及び広域
な観点が求められる診療について、大学病院本院は総合的に担うことが期待される。

構想区域のあり方

 新たな地域医療構想における構想区域については、人口規模、医療需要の変化、医療従事者の確保、医療機
関の維持等の観点から、医療提供体制上の課題がある場合には、必要に応じて構想区域の見直しを検討する
ことが求められる。

（R6.12.18新たな地域医療構想に関する取りまとめより抜粋）
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新たな地域医療構想における基本的な考え方
（R6.12.3第13回新たな地域医療構想に関する検討会資料１抜粋）
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新たな地域医療構想の位置づけ （R6.12.3第13回新たな地域医療構想に関する検討会資料１抜粋）
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新たな地域医療構想と医療計画の進め方（R6.12.3第13回新たな地域医療構想に関する検討会資料１抜粋）

現行の地域医療構想の取組については、2026
年（令和８年）度も継続することとし、
新たな地域医療構想については、2027年（令
和９年）から順次取組を開始
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新たな地域医療構想の記載事項（案） （R6.12.3第13回新たな地域医療構想に関する検討会資料１抜粋）
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医療機関機能・病床機能の基本的な考え方

 新たな地域医療構想を通じて、医療機関機能・病床機能に着目した医療提供体制の構築を進め
るためには、医療機関から都道府県への報告制度、必要病床数の推計、地域における関係者の
協議、取組を推進するための支援等について必要な見直しを図ることが必要である。

 病床機能に加えて、医療機関機能を報告することとし、地域の医療提供体制の確保に向けて関
係者による医療機関の役割分担・連携に関する協議を促進するとともに、医療機関機能や病床
機能について、医療機関が適切に報告することができ、国民・患者を含め、その意味を理解す
ることができるよう丁寧に説明・周知することが重要である。

 このため、これらの報告が適切に行われるよう、診療報酬における届出等に応じた客観性を有
する報告とし、一定の医療機関の役割を明確にする仕組みとすることが適当である。

 機能区分ごとの必要病床数の推計及び病床機能報告については、全体として医療需要を捉えて
病床の機能分化･連携を推進する仕組みとして一定の役割を果たしてきたことを踏まえ、引き続
き、制度として維持することが適当である。

➡医療機関機能報告を新設
➡病床機能報告の病床機能の区分は、これまでの取組の連続性等を踏まえ、引き続き４つの区分
として報告を求める

（R6.12.18新たな地域医療構想に関する取りまとめより抜粋）
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医療機関機能報告 （R6.12.3第13回新たな地域医療構想に関する検討会資料１抜粋）
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病床機能について （R6.12.3第13回新たな地域医療構想に関する検討会資料１抜粋）
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その他

構想区域

 構想区域の設定に当たっては、引き続き二次医療圏を基本としつつ、人口規模が20万人未満の構想区域や
100万人以上の構想区域等、医療需要の変化や医療従事者の確保、医療機関の維持、アクセス等の観点から
医療提供体制上の課題がある場合には、必要に応じて構想区域を見直すことが適当である。

 在宅医療等については必要に応じて二次医療圏より狭い区域での議論が必要であり、地域の医療及び介護資
源等の実情に応じて、市町村単位や保健所圏域等、在宅医療等に関するより狭い区域を設定することが適当
である。

地域医療介護総合確保基金

 地域医療介護総合確保基金について、現在、2026年度（令和８年度）まで現行の病床の機能分化･連携の支
援を行うこととしているが、2027年度（令和９年度）から、新たな地域医療構想の取組を推進するため、
病床の機能分化･連携の支援に加え、医療機関機能の確保に向けた取組を支援することが適当である。

 具体的には、地域医療介護総合確保基金の対象に、医療機関機能に着目した医療機関の連携・再編・集約化
に向けた施設･設備整備の支援を追加することが適当である。

 また、病床の機能分化・連携を更に推進するため、引き続き、病床の機能分化・連携のための施設・設備整
備の支援、病床減少を伴う病床機能再編や病床減少を伴う医療機関の統合等の支援を行うとともに、都道府
県における地域医療介護総合確保基金の活用に向けた好事例の周知等の方策を講じることが適当である。

（R6.12.18新たな地域医療構想に関する取りまとめより抜粋）
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その他

基準病床数と必要病床数の整合性の確保等

 基準病床数制度は、病床の整備を病床過剰地域から非過剰地域へ誘導することを通じて、病床の地域的偏在
を是正し、全国的に一定水準以上の医療を確保するためのものであるが、第８次医療計画においては、病床
利用率の変化等に伴い、多くの都道府県で基準病床数が増加している。また、既存病床数が基準病床数を下
回る場合は、必要病床数を上回っても、基準病床数まで増床が可能である。

 こうした中、必要病床数と基準病床数の関係性が分かりづらいとの指摘もあり、基準病床数制度と地域医療
構想の整合性を確保するとともに、近年の病床利用率の低下等を踏まえ、効率的な病床整備を進めることが
重要である。

 このため、新たな地域医療構想の実現に向けて、医療計画の基準病床数について、必要病床数も勘案した算
定を検討するとともに、必要病床数を超えて増床等を行おうとする場合には、都道府県は、地域医療構想調
整会議において増床等の必要性が認められた場合に限り、基準病床数の範囲内で増床等の許可を行うことが
できることとすることが適当である。

（R6.12.18新たな地域医療構想に関する取りまとめより抜粋）
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新たな地域医療構想における精神医療の位置づけ
（R6.12.3第13回新たな地域医療構想に関する検討会資料２抜粋）
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２．令和７年度の議論の方向性案
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令和７年度における議論の方向性案

 新たな地域医療構想について国のガイドラインが策定されるのは令和７年度であり、県で
本格的な議論を開始するのは令和８年度からである。

 令和７年度は現行の地域医療構想の最終年度であるため、「現行地域医療構想の評価」を
主に実施することとしたい。

＜ 評価の項目イメージ＞

 地域医療構想に定めた施策の方向性ごとに、評価を実施
• 不足する病床機能への転換・整備の実績
• 入院医療の効率化の状況（病床利用率、平均在院日数の推移）
• 定量的基準の指標
• 地域医療介護総合確保基金について、活用状況はどうだったか
• 医療従事者の確保・養成状況 等を考慮しながら検討していく



今後のスケジュール（案）
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第
１
回

第
２
回

第
３
回

・評価結果及び新たな地域医療構想の策定に向けて今後目指すべき
方向性について協議
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説明は以上です。


